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「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
の
受
給

者
は
、
八
月
十
二
日
�
か
ら
二
十
六

日
�
ま
で
に
、
市
役
所
１
階
障
害
福

祉
課
へ
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
届
け
出
が
な
い
と
、
八
月

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

な
お
、「
障
害
児
福
祉
手
当
」
を
併

せ
て
受
給
し
て
い
る
人
は
、
八
月
上

旬
に
郵
送
す
る
障
害
児
福
祉
手
当
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

用
意
す
る
物
＝
印
鑑
、
証
書
（
未
返

却
の
場
合
）

そ
の
他
＝
平
成
14
年

１
月
１
日
現
在
の
住
民
登
録
地
が
市

外
の
人
は
、
そ
の
住
所
地
の
所
得
証

明
書
が
必
要

□
受
給
の
対
象
者

次
に
該
当
す
る
人
で
、
次
の
手
当

を
申
請
し
て
い
な
い
人
は
、
市
役
所

１
階
障
害
福
祉
課
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

た
だ
し
、
各
手
当
と
も
前
年
所
得

が
一
定
額
以
上
の
人
や
、
児
童
が
障

害
を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
る
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

�
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象
＝
20
歳
未
満
の
在
宅
重
度
心
身

障
害
児
（
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
〜

三
級
程
度
、
療
育
手
帳
Ｂ
中
以
上
の

知
的
障
害
児
な
ど
）
を
養
育
し
て
い

る
保
護
者
　
支
給
額（
月
額
）＝〈
一

級
〉
五
万
千
五
百
五
十
円
〈
二
級
〉

三
万
四
千
三
百
三
十
円

�
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
＝
20
歳
未
満
の
在
宅
重
度
心
身

障
害
児
（
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
〜

二
級
程
度
、
療
育
手
帳
Ａ
重
の
最
重

度
判
定
知
的
障
害
児
な
ど
）

支
給

額（
月
額
）＝
一
万
四
千
六
百
十
円

○
…
問
い
合
わ
せ
は
障
害
福
祉
課
�

８
９
０
―
６
１
４
４
へ
。

県
民
広
場
な
ど
を
会
場
に
、「
上

州
の
夏
祭
り
」
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
８
月
17
日
�
午
後
５
時
〜
10

時
・
18
日
�
午
前
10
時
〜
午
後
７
時

会
場
＝
県
民
広
場
ほ
か
　
内
容
＝
郷

土
芸
能
や
ダ
ン
ス
の
披
露
、
だ
ん
べ

え
踊
り
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど

そ
の
他
＝
18
日
�
は
午
後
１
時
か
ら

６
時
ま
で
県
庁
前
通
り
の
群
馬
会
館

前
か
ら
秋
葉
写
真
館
前
ま
で
通
行
止

め
に
な
り
ま
す

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
祭
り
実
行
委

員
会
（
県
都
市
計
画
課
ま
ち
づ
く
り

推
進
室
内
）
�
２
２
６
―
３
６
６
３

へ
。

だ
ん
べ
え
踊
り
や
郷
土
芸
能

上
州
の
夏
祭
り
が
多
彩
に

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

所
得
状
況
届
を
忘
れ
ず
に

「
前
橋
リ
サ
イ
ク
ル
ま
つ
り
」
の

中
で
実
施
す
る
「
市
民
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
」
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

期
日
＝
10
月
27
日
�

会
場
＝
グ
リ

ー
ン
ド
ー
ム
前
橋
　
対
象
＝
一
般

（
事
業
者
・
市
外
在
住
者
は
除
く
）、

三
十
組
（
抽
選
。
一
区
画
は
三
�
×

三
�
）

出
店
品
目
＝
リ
サ
イ
ク
ル

品
、
不
用
品
（
食
料
品
、
貴
金
属
な

ど
は
除
く
）

申
し
込
み
＝
８
月
15

日
�
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
・
参
加
人
数
・
主

な
出
品
物
を
明
記
し
、
市
役
所
清
掃

業
務
課
「
市
民
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

係
」（
�
８
９
０
―
６
２
７
３
）
へ

参
加
者
を
募
集

市
民
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

〈
事
例
１
〉
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー

ブ
ル
を
購
入
し
ま
し
た
が
、
納
品

直
前
に
家
具
店
が
倒
産
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

〈
事
例
２
〉
エ
ス
テ
サ
ー
ビ
ス

の
契
約
を
し
ま
し
た
。
ク
レ
ジ
ッ

ト
で
支
払
い
中
で
す
が
、
サ
ー
ビ

ス
を
半
分
受
け
た
と
こ
ろ
で
店
舗

に
連
絡
が
つ
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

〈
事
例
３
〉
倒
産
し
た
デ

パ
ー
ト
で
買
っ
た
商
品
券
が

残
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
た

ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
受
け
取
っ
て

い
な
い
の
に
事
業
者
が
倒
産

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
相
談

が
増
え
て
い
ま
す
。

事
例
１
は
、
事
業
者
が
破

産
の
手
続
き
を
し
て
い
れ
ば

配
当
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
し
か
し
、
全
額
返

還
は
困
難
で
、
配
当
金
が
一

割
に
満
た
な
い
ケ
ー
ス
が
多

い
現
状
で
す
。

事
例
２
は
、
支
払
い
が
二

カ
月
以
上
の
期
間
で
、
分
割
回
数

が
三
回
以
上
で
あ
れ
ば
、
割
賦
販

売
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
ク
レ
ジ

ッ
ト
会
社
へ

「
支
払
停
止

の
抗
弁
」
を

主
張
し
、
以

後
の
支
払
い

を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。事

例
３
の
ケ
ー
ス
で
は
、

商
品
券
の
発
行
元
が
倒
産
し

た
デ
パ
ー
ト
で
あ
れ
ば
使
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
財
務
局
で

所
定
の
手
続
き
を
行
う
と
、

未
使
用
分
の
約
半
分
が
還
付

さ
れ
ま
す
。
手
続
き
に
は
商

品
券
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
必
ず
保
管
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

一
部
の
取
引
で
は
、
倒
産

に
備
え
て
消
費
者
を
保
護
す

る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
制
度
が
な
い
こ
と

が
多
く
、
代
金
は
商
品
を
受
け
取

っ
た
と
き
か
、
そ
の
後
に
支
払
う

よ
う
に
し
た
り
、
サ
ー
ビ
ス
契
約

は
短
期
間
に
し
た
り
す
る
な
ど
の

注
意
が
必
要
で
す
。

◯
…
問
い
合
わ
せ
は
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
�
２
３
０
―
１
７
５
５
へ
。

会社の倒産が増加
損害を最小限にするには
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